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男女交流会イベント 婚活パーティー
一足先にあなたの春を見つけませんか♪
日　　時◦平成28年2月20日㈯　午後5時30分～8時
会　　場◦REGOLITH（レゴリス）松葉町一丁目
募　　集◦独身農業者男性15名　独身女性15名
内　　容◦豊橋の農業男子と一緒にお食事をし、楽し

いひとときを過ごす交流会です。
参 加 費◦男性3,000円　女性2,000円
申込期限◦平成28年2月8日㈪
 定員になり次第締め切ります。　
申 込 み◦豊橋市農業委員会事務局（担当：杉浦）
 TEL（0532）51-2950　FAX（0532）56-5132
 E-mail：nogyoiinkai@city.toyohashi.lg.jp 

（電話での受付は平日8：30～17：15）

1月31日㈰～２月6日㈯は農地一斉耕起週間です！
豊橋市は増加する耕作放棄地の発生防止及び解消に向けて
の取り組みを進めています。
耕作放棄地は病害虫の発生など近隣耕作地へ悪影響を及

ぼしたり、不法投棄の場となる恐れがあります。また、一度
放棄された農地は、耕作できる状態に戻すのに多大な費用と
労力を必要とします。そこで、地域一斉の取り組み期間とし
て1月31日㈰～2月6日㈯を農地一斉耕起週間に定めました。

◎農地の草刈・耕起を行いましょう
作付け予定が無い土地でも荒廃化を防ぐために草刈・耕起

作業を行いましょう。

◎耕作放棄地を解消しましょう
荒廃が進めば進むほど、農地への復元には費用と労力が

かかってしまいます。早急な解消に努めましょう。

◎景観保全に努めましょう
耕作放棄地を活用して景観作物の作付けなどを行い、地

域の景観保全に努めましょう。

◎農地銀行に相談しましょう
高齢化等の理由で耕作が難しくなり農地を貸したい方は、

耕作放棄地になる前に農地銀行にご相談ください。ご相談は、
お近くの農協支店や地元農業委員までお願いします。

◎ご自分で草刈・耕起できない方へ
地元農業委員または農業支援課までご相談ください。

問い合わせ先◦
豊橋市農業委員会　　　TEL 51-2950
豊橋市役所農業支援課　生産支援グループ TEL 51-2475

豊橋市農業委員会より

豊橋市農業支援課より

平成27年度分確定申告受付について(案内）
本年度も組合員対象の確定申告受付を東海税理士会豊

橋支部のご協力により開催致しますが、下記の確認事項
をご理解の上、お間違えのないようご留意ください。

■確認事項
①地域別に受付日を設定しました。（下記の表に明記）
②申告会場経費負担金として申告書１件に付き1,000円
を当日申告完了時に徴収致します。

③平成26年度の特別控除前所得（総収入金額-必要経費）
が800万円超の方は当会場での受付は出来ません。

☆本年度は、税理士会との申し合わせにより、譲渡・上
場株式配当・贈与の申告受付が当会場では出来
ませんのでご注意ください。
また、肉用牛の売却所得を申告される方は、3月
1日㈫・3月2日㈬の中央支店受付での対応とな
りますのでご注意ください。

☆両会場共受付が集中した場合には受付制限させ
て頂きますので予めご了承ください。

受　付　日 地　域　名 会　　場
2月26日㈮

第四事業所管内
中央支店2階

(午前8：30開場）2月29日㈪

3月 1日㈫ 第一事業所管内
及び肉用牛の方

中央支店2階
(午前8：30開場）3月 2日㈬

3月 3日㈭
第五事業所管内

中央支店2階
(午前8：30開場）3月 4日㈮

3月 7日㈪
第六事業所管内 第六事業所　２階

3月 8日㈫

3月 9日㈬ 第二・第三
事業所管内

中央支店2階
(午前8：30開場）3月10日㈭

中央支店敷地内の駐車場は支店来客用ですので東側の臨時駐車場をご
利用ください。
受付時間：全日程共通午前9時から午後4時まで(昼12時～1時を除く）

■その他注意事項
○平成26年度分の確定申告書の控えがある方はご持参くだ

さい。
○収支内訳書・青色申告決算書は必ずボールペンで記入の

うえご持参ください。（特に減価償却費については受付
会場での計算はしません）

○生命・地震保険料等の控除を受ける場合は各払込証明書
が必要ですのでご持参ください。

○国民年金・国民年金基金保険料の控除を受ける場合は、
支払証明書又は領収書を必ずご持参ください。

問い合わせ先◦総務部　組合員課　TEL 25-7055

組合員課より


